
　施設基準等の規定による掲示事項

　■医療ＤＸ推進体制整備加算について

当院の取組み
・オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報等を活用して診察室で閲覧又は活用できる体
制を有しております。
・マイナ保険証利用を促進するなど、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおり
ます。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、ポスター掲示を行っております。
・医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、それを活
用して診療を行うことについて、院内及びウェブサイトに掲示しております。

　■後発医薬品使用体制加算について

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用推進と医薬品供給不足への体制について

当院では、厚生労働省の後発医薬品の使用促進の方針に従い、後発医薬品の使用に積極的に取り組んで
おります。
後発医薬品の採用につきましては、品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を
踏まえて採用を決定する体制を整備しております。
後発医薬品への変更について、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

また、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しておりま
す。
医薬品の供給が不足した場合に、治療計画等の見直しを行う等、適切な対応ができる体制を整備してお
ります。
なお、医薬品の供給状況によっては、投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更する場合に
は十分に説明させていただきますが、ご不明な点やご心配なことなどがございましたら医師・薬剤師な
どにご相談ください。
ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

　■外来腫瘍化学療法診療料について

・医師、看護師、薬剤師を常時院内に配置し、化学療法を実施されている患者さんからの電話等による
緊急の相談等に24時間対応できる体制を整備しております。【連絡先】082-243-9191
・化学療法による副作用や病状により緊急で入院が必要となった場合に、速やかに入院できる体制を整
備しております。
・実施される化学療法の治療内容の妥当性を評価し、承認する委員会を定期的に開催しております。

　■ハイリスク分娩管理加算について

・年間分娩数　　 234件 　(2024年１月～2024年12月実績）
・配置医師数　　  ４人　（常勤）
・配置助産師数　　22人　（常勤）

　■院内トリアージ実施料について

当院では、トリアージを行っております。
トリアージとは、診察前に専門知識を有した看護師が症状をうかがい、患者さんの緊急度・重症度を判
断し、より早期に診療を要する患者さんから優先して診療する方法です。
※場合によっては診療の順序が前後することがあります。ご理解とご協力の程、よろしくお願い致しま
す。



　■一般名処方加算について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施してお
ります。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一
般名処方（※一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しや
すくなります。

※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお
薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

　■その他

・当院は、患者さんの健康増進を推進する為、禁煙治療を行っており、敷地内全面禁煙です。

　■勤務医・看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する取り組みについて

当院では、質の高い医療の提供のため、下記の項目について職員の労働環境整備の取り組みを行ってお
ります。

勤務医について
・医師事務作業補助者の配置
【医師他職種との業務分担】
・初診時の予診の実施　・静脈採血等の実施　・入院の説明の実施　・検査手順の説明の実施　・服薬
指導　等
【医師の勤務体制に係る取り組み】
・勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制　・当直翌日の業務内容に対する配慮　・短時間正規雇用
医師の活用　等

看護職員について
・看護補助者の配置 ・看護職員他職種との業務分担　・短時間正規雇用看護職員の活用　・多様な勤
務形態の導入　・妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する配慮　・夜勤負担の軽減　・夜間におけ
る看護業務の負担軽減に資する業務管理　等

ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

　■ハイリスク妊産婦共同管理料について

・地域周産期母子医療センター　認定施設
・ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所、電話番号
　広島大学病院　　広島市南区霞１－２－３　　 　　 082-257-5555
　県立広島病院　　広島市南区宇品神田１－５－54　　082-254-1818
　広島市民病院　　広島市中区基町７－33　　　  　　082-221-2291


